
「豊島区 子育て情報 第 56号」 

           ―笑顔あふれる子育て応援します 

 

いよいよ夏本番。夏休みを使って故郷へ・・ 

海へ・・山へ・・日々の忙しさから心のリフレッシュ！ 

ご家族やお友達と 2012年の夏の楽しい良き思い出を作りましょう。 

 

今月の特集は、「保育園と幼稚園」でお送りします。 

 

 

□■□ 豊島区子ども家庭支援センター情報 □■□ 

 

豊島区には東西合わせて２ヶ所の子ども家庭支援センターがあります。 

就学前の親子が気軽にあそびに来ていただける施設です。 

各センターのご案内は以下のホームページへお問い合わせください。 

 

センター事業内容、講座のご案内、センター便りなどをご覧いただけます。 

 

http://www.city.toshima.lg.jp/kodomo/kodomokateishien/index.html 

 

■□■□■子育てお役立ち情報■□■ 

 

 くだもの でんち をつくろう 

 

日時： ８月９日（木）１４：３０～１５：００ 

 

場所： 西部子ども家庭支援センター１階 プレールーム 

 

講師： 森 啓之 明治大学理工学部教授 

   （４歳のお子さんを持つセンターを利用しているパパです） 

 

申し込み： 西部子ども家庭支援センター 

           （５９６６）３１３１  現在受付中 

 

■□■今月の特集記事 ■□■ 

      

     ＝ 保育園と幼稚園 ＝ 

 

近年、様々な家庭状況や女性の社会進出に伴い、 

保育園見学をする方が増えています。 

又、その一方で 2歳からプレ幼稚園に入り集団経験 

をしたり、秋から始まる幼稚園の説明会を予定して 

いる方もいらっしゃるのではないでしょうか。 

 

最近では他区に、認定こども園ができました。 

かわいいい我が子の初めての集団保育の場。 

 

幼稚園、保育園、認定子ども園。 

それぞれの特徴の違いは何？・・・と 



その疑問にお答えするテーマです。 

 

幼稚園と保育園、認定子ども園では、設立の目的 

が異なっており、子どもを預けることができる 

年齢、保育時間など利用方法が異なります。 

 

 

幼稚園の根拠法令は、学校教育法。 

「幼児を保育し適当な環境を与えその心身の発達を 

助長すること」を目的としています。 

 

文部科学省が管轄し、満３歳から小学生就学までの 

幼児を対象とする、心身の発達の為に、教育の場と 

されています。 

 

保育料は設置者が決定し幼稚園に納付します。 

区立だと入園料は 3千円、保育料 1万円。  

 

私立では、入園料は１０万円、保育料２万円程度。 

（園によって金額が異なります） 

私立に通う家庭には補助金があります。 

 

保育時間は原則として一日平均４時間。１４時前後 

のお迎えになりますが、現在では、預かり保育を 

している園も増えているようです。 

 

給食は園の任意なので、お弁当を持参する園と 

給食がでる園があります。 

又、幼稚園には、春夏冬に長期のお休みがあります。 

 

 

保育園の根拠法令は、児童福祉法。 

「日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその 

乳児又は幼児を保育すること」を目的としています。 

 

厚生労働省が管轄、保育に欠ける乳児（１歳未満） 

と幼児（１歳から小学校就学前まで）を保育すると 

されています。 

 

保育料は、課税状況に応じて市長村長が決定し 

市長村に納付されます。 

 

開所時間は、７時１５分から１８時１５分まで。 

保育時間は、原則８時間  

基本保育時間は８時４５分から１７時まで。 

         （延長保育があります） 

 

夏休みなど長期のお休みはありません。 

（ただし、年末年始 



   １２月２９日～１月３日はお休みです。） 

 

給食は、認可保育園には義務付けられており 

毎日給食です。 

 

つまり、 

幼稚園は未就学児（３～５歳）の教育を行う場。 

保育園は保護者に代わって、乳児又は幼児を 

保育する場と言うことになります。 

 

「認定こども園」は幼児教育と保育両方の機能を 

合わせ持ち、一貫して提供する新しい制度の施設です。 

 

根拠法令は、就学前の子どもに関する教育、保育の 

総合的な提供の推進に関する法律。 

 

文部科学省・厚生労働省が管轄し、幼稚園及び 

保育所等のおける小学校就学前の子どもに対する 

教育及び保育、並びに保護者に対する子育て支援 

を総合的に提供することを目的とします。 

 

豊島区内には、まだ、制度が整っていなく、現在 

検討中です。 

 

豊島区内の区立幼稚園 

 

満４歳５歳児対象に、西巣鴨幼稚園 池袋幼稚園  

南長崎幼稚園の３園設置しています。 

 

入園資格 豊島区に住所を有し、現に居住している幼児。     

定員   １学級３０名（各園２学級） 

 

入園手続き 豊島区立幼稚園入園申し込み書 

       

申込み先 豊島区教育委員会学校運営課 学事係  

   （注 郵送による受付は一切いたしません） 

 

幼稚園からのメッセージ  

 

＊ 遊びを大切にした教育を行っています。 

 

＊ 遊びを通して「自分で考えて行動する力」 

  「友達とかかわる力」「思いやりの心」 

  等の道徳性育成を図っています。 

＊ 一人一人の子どもの良さを伸ばします。 

 

豊島区内の私立幼稚園 

 

愛心幼稚園 池袋いづみ幼稚園 学習院幼稚園  



要町幼稚園 川村幼稚園 こざくら幼稚園 白鳩幼 

稚園 聖パトリック幼稚園 草苑幼稚園 雑司ヶ谷 

幼稚園 東京音楽大学付属幼稚園 長崎幼稚園  

並木幼稚園 豊南幼稚園 目白幼稚園 もみじ幼稚園 

の１６園あります。 

 

詳しくは、各幼稚園にお問い合わせ下さい。 

 

豊島区の保育園は、 

 

区立保育園・・２１園 公設民営・・３園  

私立保育園・・９園認証保育所・・８園あります。 

 

認証保育所制度とは・・・ 

東京都が多様な保育需要に 

対応するために創設した新たな保育制度で、施設の 

設備や広さ、職員の数など都の基準を満たして 

認証を受けた保育施設歳です。 

 

対象年齢は、０歳児から５歳児まで保育するＡ型。 

０歳児から２歳児まで保育するＢ型があります。 

 

 お問い合わせは   

      子ども家庭部 保育園課   

             ３９８１－２０１９ 

 

入園申込み 

豊島区に住んでいて、保育者に次の事情があり、 

同居の親族の方もお子さんを保育でいない場合。 

 

１ 保護者が仕事をしている場合。 

２ 保護者が出産をする場合。 

３ 保護者に病気や心身の障害がある場合。 

４ 保護者が病人や心身障害者の世話を 

  している場合。 

５ その他、明らかに保育にあたることが 

  できない場合。 

 

 お問い合わせ  

     子ども家庭部 子育て支援課 入園係 

             ３９８１－２１４０ 

 

保育園は、保育内容に大きな違いはありませんが、 

園自体の環境は地域によって異なります。 

 

幼稚園では、自由保育で子どもの興味を育て、 

のびのびとした教育を行っている園。 

一斉保育でリトミック、体操、工作など 

カリキュラムを決めて教育を行っている園。 



小学受験を考えている方が集まっている園が 

あるようです。 

 

事前に、幼稚園のホームページやパンフレットで 

教育内容を確認することはもちろん、９月に入ると 

見学会、説明会が始まるので是非、行かれると良い 

でしょう。 

 

 

保育園、幼稚園に入園すると、寒い日、暑い日、 

雨の日、風の日も通園することになります。 

送迎のことを考慮するのもポイントですね。 

 

どちらにしても、自分の目で見て、耳で聞いて 

感じることが大切です。 

また、幼稚園選びにはいろいろなポイントが 

ありますが、何よりも大切なのは・・・ 

「自分の子どもに合っているかどうか！」です。 

 

保育園・認定保育園に関しては、保護者が自分の目で 

確認し、そのニーズにマッチした園を選ぶことが大切 

だと思います。 

伸び伸びできる環境は、どんなところがいいのか・・ 

を充分考慮し、園生活を親子共に、楽しみましょう。 

 

  

 

         西部子ども家庭支援センター職員 

  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  編集後記 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 最後まで読んでいただきありがとうございました。 

また、読んでいただけると、嬉しいです。 

  

次号は、９月 1日（毎月 1日）に発行する予定です。 

 

ご意見・ご感想はこちらまで 

mailto:A0019707@city.toshima.lg.jp 

 

(info@mobile.city.toshima.lg.jp こちらのアドレスは 

配信専用のため返信できません) 

 

メールマガジンの配信項目変更の手続きはこちらから 

http://mobile.city.toshima.lg.jp/jump.cgi?p=2&n=63 

 

メールマガジンの配信停止の手続きはこちらから 

http://mobile.city.toshima.lg.jp/jump.cgi?p=3&n=63 


